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第３次大洲市総合計画策定に係る

ワークショップ（第１回）

開催日時 令和７年10月20日（月）14時00分～

会 場 大洲市役所２階大ホール

１ 開 会

２ 第３次総合計画策定概要

３ ワークショップ

４ その他

５ 閉 会

次 第



１ 総合計画の策定状況

区分 基本構想 計画期間

第１次
総合計画

基本理念
「人きらめくまちづくり」「知行創造のまち
づくり」「協働のまちづくり」

平成19年度～平成28年度

前期 平成19年度～平成23年度
後期 平成24年度～平成28年度

１期５年・10年構想
将来像

きらめき創造 大洲市
～みとめあい ささえあう 肱川流域都市～

第２次
総合計画

基本理念
「人・自然・まちきらめく」「知行創造」
「自立と共創」

平成29年度～令和８年度

前期 平成29年度～令和３年度
後期 令和４年度～令和８年度

１期５年・10年構想
将来像

きらめくおおず
～みんな輝く肱川流域のまち～

策定状況

第２次大洲市総合計画

基本構想／長期ビジョン

基本計画／中期ビジョン

…目指す将来像（目標）と将来像を実現するための方向性

…基本構想の実現に向けて取り組む基本施策
※施策ごとに目標値となる指標（ＫＰＩ）を設定

…行政運営の基本方針となる本市の最上位計画
（基本構想と基本計画で構成）

現在の総合計画の構成
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※KPI（重要業績評価指標）＝目標の達成状況を測るための具体的な指標（数値目標）



２ 第２次総合計画 基本構想概要

課題①
産業の振興・雇用
の創出

課題②
医療・福祉の充実、
市民の健康の確保

課題⑥
市民主体のまちづくり
の推進、協働の構築

課題⑤
自然の保全・活用、
地球環境の保全

課題④
生活環境の向上・
定住の促進

課題③
教育の充実・人材
育成

目
標
人
口

４
０
，
０
０
０
人

将来像 基本目標課題

き
ら
め
く
お
お
ず

～
み
ん
な
輝
く
肱
川
流
域
の
ま
ち
～

農林水産業の振興

商工業の振興

観光業の振興

市民参加・交流の促進

行財政の健全化

ＤＸの推進

自然の保全と活用

地球環境の保全と環境
衛生の推進

生活環境の整備

生活安全の確保

教育の振興

文化・芸術・スポーツ
の振興

保健・医療の充実

福祉の充実

施策の大綱

基本目標４ 快適きらめくまちづくり

基本目標５ 自然きらめくまちづくり

基本目標６ 人々きらめくまちづくり

基本目標３ 文化きらめくまちづくり

基本目標２ 安心きらめくまちづくり

基本目標１ 活力きらめくまちづくり

地域の特性を活かした活力ある産業の振興や雇用の創出を図り、
だれもが希望を持ち、安心して働けるまちを目指します。

保健・医療・福祉の充実や地域における支えあいにより、だれも
が生きがいを持ち、安心して健やかに暮らせるまちを目指します。

社会全体でふるさとへの誇りと愛着を持つ子どもたちを育み、市
民がたゆまぬ学びの中で絆を深めていくことで、だれもが地域社会
の一員として活躍し続けるまちを目指します。

移住・定住の促進や生活基盤の整備、防災など生活安全の確保に
より、快適に住み続けることができるまちを目指します。

長い年月を経て育まれてきた豊かで美しい自然とその景観を保全
し、だれもが自然に親しみ、自然と共存するまちを目指します。

市民主体のまちづくりの推進や地域活動の活性化を図り、市民・
団体・事業者・行政などの共創により、みんなが支えあい活気あふ
れるまちを目指します。
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３ 第３次総合計画 策定方針等

第３次大洲市総合計画

基本構想／長期ビジョン

基本計画／中期ビジョン

人口ビジョン

まち・ひと・しごと創生総合戦略

ＳＤＧｓアクションプログラム

…目指す将来像（目標）と将来像を実現するための方向性

…基本構想の実現に向けて取り組む基本施策
※施策ごとに目標値となる指標（ＫＰＩ）を設定

…将来の目標人口を定めた計画

…人口減少と地方創生に取り組む計画

…持続可能な開発目標を定めた計画

…行政運営の基本方針となる本市の最上位計画
（基本構想と基本計画で構成）

統

合

全 体 像

第３次大洲市総合計画は、本市の行政運営の基本指針となる計画とすることとし、

「人口ビジョン」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「ＳＤＧｓアクションプログ

ラム」を統合し、計画間の整合性を高め、進捗管理の効率化を図ります。

また、計画と施策の成果を評価するための指標を明確に定めた内容とします。
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４ 計画期間

基本構想／10年

H29～R3
（5年）

前期基本計画

R4～R8
（5年）

後期基本計画

見直し

第２次総合計画（現行計画）

長期ビジョン(基本構想)／９年

R9～R11
（3年）

中期ビジョン
（基本計画）

R15～R17
（3年）

中期ビジョン
（基本計画）

見直し

R12～R14
（3年）

中期ビジョン
（基本計画）

見直し

第３次総合計画（次期計画）

第３次総合計画は、社会経済情勢の変化と多様化する住民ニーズに対応するとともに、

職員が計画を意識して業務を遂行する内容とするため、中期戦略を１期３年、３期９年を

計画期間とします。
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１期３年とする中期ビジョンでは、長期ビジョンの実現に向けた施策を実行しながら、

毎年ローリングにより実施計画の進捗状況を管理し、各期ごとに事業評価を行い、必要

に応じて計画内容の見直しを行う「目標管理型」の計画とします。

事業評価

見直し

◎長期ビジョンの実現に
向けた各施策の実行

＜R9～R11＞

事業の実行と施策の進捗

管理を行う。

＜R11＞

事業評価によりKPIの達

成状況を確認し、必要に応

じて事業内容の見直し等を

行い、第２期中期ビジョン

の施策に反映させる。

◎長期ビジョンの実現に
向けた各施策の実行

＜R12～R14＞

事業の実行と施策の進捗

管理を行う。

＜R14＞

事業評価によりKPIの達

成状況を確認し、必要に応

じて事業内容の見直し等を

行い、第３期中期ビジョン

の施策に反映させる。

第１期 中期ビジョン
R9～R11（3年）

第２期 中期ビジョン
R12～R14（3年）

◎長期ビジョンの実現と
成果の検証

＜R15～R17＞

総合計画の最終期間とし

て長期ビジョンの実現を目

指す。

＜R16・R17＞

次期総合計画へ向けて、

成果の検証を行う。

第３期 中期ビジョン
R15～R17（3年）

計画実現に向けた施策の実行

ローリングによる進捗状況管理

事業評価

見直し

５ 基本計画（中期ビジョン）の考え方
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※デジタルプラットフォームも併用

市 長 市議会
大洲市総合計画審議会

構成：市民（代表者）、産官学金労言士等の関係者

答申

諮問

承認

提案

○パブリックコメント

○アンケート調査
（対象：一般市民、中高校生、転出者、事業所）

○デジタルプラットフォームの活用
（市民からＷＥＢ上で意見及びアイデアを募集）

○ワークショップ

大洲市総合計画推進本部（庁議）

＜構成＞ 市長、副市長、教育長、
部長、会計管理者、支所長

大洲市総合計画策定部会

＜構成＞ 部長、支所長

＜現計画＞
○現計画で定める数値目標等について、進
捗状況や達成状況の確認を行い、次期計画
に向けた課題の整理等をする。

＜次期計画＞
○各部内（支所内）において、部長（支所
長）の指示に基づき、所管する業務につい
て協議、調整、取りまとめを行う。

※各部の責任者は、部長（支所長）が指名
する所属長とする。

総務部

総合政策部

市民福祉部

環境商工部

農林水産部

建設部

教委事務局

３支所

報告・協議

情報提供・意見

原案
意見

意見募集

意見

長期ビジョン立案チーム

＜構成＞ 課長補佐級職員 各部２名

情報提供・意見

市 民

市民協働・共生

健康・福祉

農林水産

商工・観光

子育て・教育

分野別ワークショップ

市民参加型ワークショップ

市民、学生

提案

○事務局からの依頼に基づき、部内で協
議、調整のうえ、取りまとめを行う。

○取りまとめ結果を持ち寄り、部署間連
携の調整及び計画案の作成を行う。

○各部で取組む施策及び市民からの
意見等をもとに長期ビジョンの立
案を行う。

報告・協議

事務局（企画情報課）

情報共有

６ 計画策定検討体制
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７ 想定スケジュール／令和７年度
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※令和８年度の主な業務項目
・基本構想（長期ビジョン）の策定〔R8.6月議会〕 ・策定部会の開催
・基本計画（第１期 中期ビジョン）の策定 ・推進本部会議の開催
・計画書の調製 ・審議会の開催
・パブリックコメント
・議会への説明〔R9.3月議会〕

№ 業務等項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

現状把握
等

１ 現状把握・構造分析

２ 第２次計画の成果検証

３ 課題まとめ

４ トップインタビュー ●

住民意識
調査

５ アンケート（住民、事業所等）

６ ワークショップ

７ オンラインプラットフォーム

会議関係
８ 総合計画推進本部 第1回 第２回 第３回

９ 総合計画審議会 第１回 第２回 第３回

人口
ビジョン

10 人口ビジョンの検証・改訂

基本構想 11
基本構想（長期ビジョン）
骨子案の作成


